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〈
日
本
に
お
け
る

『
周
礼
』

研
究
論
考
〉

日
本
に
お
け
る
『
周
礼
』
研
究
の
諸
論
考
に
つ
い
て
略
述
す
る
。
た
だ

し
、
論
述
の
関
連
で
中
国
に
お
け
る
論
考
も
若
干
挙
げ
て
あ
る
。

『
周
礼
』
の
現
代
語
訳
注
に
は
、
本
田
二
郎
『
周
礼
通
釈
』
上
・
下

（
原
田
種
成
校
閲
、
秀
英
出
版
、
昭
和
五
二
•
五
四
年
）
、
林
手
『
周
礼

今
注
今
訳
』
（
台
誇
商
務
印
書
館
、
民
国
六
一
年
、
後
に
甚
日
文
献
出
版

社
、
一
九
八
五
年
）
が
あ
り
、
外
に
、
質
公
彦
「
周
礼
正
義
序
」
（
後
出

の
加
藤
虎
之
亮
『
校
勘
記
』
に
よ
れ
ば
「
周
礼
疏
序
」
に
す
べ
き
で
あ
る

が
、
今
は
芸
文
印
書
館
印
行
の
十
三
経
注
疏
本
に
従
っ
て
お
く
）
「
序
周

礼
廃
興
」
の
訳
注
と
し
て
、
池
田
秀
三
「
周
礼
疏
序
訳
注
」
（
『
東
方
学

報
（
京
都
）
』
五
三
、
一
九
八
一
年
）
が
あ
る
。

う
え
や
立

他
書
と
比
べ
て
翻
訳
書
が
少
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
上
山
春
平
「
『
周

礼
』
の
六
官
制
と
方
明
」
（
『
東
方
学
報
（
京
都
）
』
五
三
、
一
九
八
一

年
）
は
、
「
明
治
・
大
正
期
の
注
釈
シ
リ
ー
ズ
、
『
漢
籍
国
字
解
全
内
』
、

『
漢
文
体
系
』
、
『
国
訳
漢
文
大
成
』
な
ど
の
ど
れ
に
も
『
周
礼
』
が
入
っ

て
い
な
い
…
…
と
い
う
こ
と
は
、
江
戸
時
代
の
怖
学
の
伝
統
と
か
か
わ
り

が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
」
と
述
べ
、
吉
川
幸
次
郎
「
周
礼
に
つ
い
て
」

（
ニ
―
二
、
一
九
七
六
年
八
月
号
）
を
要
約
し
て
、
「
科
挙
制

度
の
固
ま
っ
た
元
朝
以
降
、
『
周
礼
』
は
科
挙
に
必
要
な
経
甚
の
範
囲
か

ら
は
ず
さ
れ
て
い
た
。

．．．．．． 
だ
か
ら
、
中
国
近
世
の
読
書
人
た
ち
の
あ
い

だ
で
『
周
礼
』
に
た
い
す
る
関
心
が
う
す
れ
、
そ
う
し
た
風
潮
が
日
本
の

江
戸
時
代
の
愉
学
に
も
波
及
し
た
の
で
は
な
い
か
」
と
説
明
し
て
い
る
。

吉
川
氏
は
同
論
考
の
最
後
に
、
日
本
の
場
合
、
公
家
は
別
と
し
て
、
一
般

の
佑
者
は
『
周
礼
』
を
あ
ま
り
説
ま
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

よ
く
訛
ん
だ
人
物
と
し
て
、
林
羅
山
・
伊
藤
東
帷
．
而
保
青
陵
を
挙
げ
、

荻
生
祖
株
は
に
熟
し
て
い
た
と
の
印
象
は
も
た
な
い
、
と
述
べ

る。

同
論
考
が
吉
川
幸
次
郎
『
文
明
の
一
―

に
収
録
さ
れ
た
際
に
は
、
加
地
仲
行
氏
か
ら
の
教
示
と
し

を
よ
く
読
ん
だ
公
家
に
は
北
畠
親
房
が
お
り
、
藤
原
頼
長

に
も
『
周
礼
』
に
関
す
る
記
載
が
あ
る
、
と
の
補
注
が
付
さ
れ

て
い
る
。
一
方
、
長
澤
規
矩
也
編
『
和
刻
本
経
書
集
成
』
第
二
輯
（
汲
古

書
院
、
昭
和
五

0
年
）
に
は
、
周
哲
（
愚
斎
）
・
林
道
春
（
羅
山
）
跛

南

略
述

昌

宏

(84) 
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『
周
礼
』
、
重
野
保
光
（
東
成
）
点
『
周
礼
正
文
』
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、

周
哲
点
本
は
菜
根
出
版
か
ら
も
昭
和
五
一
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

佐
野
学
『
殷
周
革
命
ー
古
代
中
国
国
家
生
成
史
論
ー
』
（
青
山
書
院
、
昭

和
二
六
年
）
第
三
篇
「
『
周
礼
』
の
描
く
理
想
国
」
に
は
、
「
伊
藤
仁
斎

一
派
が
『
周
礼
』
を
重
ん
じ
」
た
と
あ
り
、
「
王
朝
時
代
に
も
徳
川
時
代

に
も
相
当
に
読
ま
れ
た
。
新
井
白
石
の
『
折
り
た
＜
柴
の
記
』
に
も
、
彼

が
将
軍
家
宜
に
毎
年
、
四
書
の
ほ
か
『
孝
経
』
、
『
周
礼
』
、
『
儀
礼
』

等
を
進
講
し
た
と
記
し
て
ゐ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本

に
お
い
て
『
周
礼
』
が
読
ま
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、

『
周
礼
』
本
文
は
官
職
の
任
務
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
文
章
と
し

て
の
面
白
味
に
欠
け
る
（
前
掲
吉
川
幸
次
郎
論
考
に
よ
れ
ば
、
文
学
と
し

て
、
五
経
ほ
ど
詩
作
に
は
必
要
と
さ
れ
な
い
）
。
こ
の
こ
と
も
、
研
究
者

の
典
味
を
引
き
に
く
い
原
因
と
思
わ
れ
る
。

か
ね
て
よ
り
日
本
人
は
『
周
礼
』
に
馴
染
み
が
薄
く
、
こ
の
よ
う
な
教

旋
や
研
究
の
密
積
の
な
さ
が
現
在
ま
で
影
愕
し
、
そ
れ
が
、
今
で
も
『
周

礼
』
研
究
が
進
ま
な
い
理
由
の
一
っ
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
テ
キ
ス

ト
に
関
す
る
基
礎
的
作
業
は
既
に
終
え
ら
れ
て
お
り
、
加
藤
虎
之
亮
『
周

礼
経
注
疏
音
義
校
勘
記
』
上
・
下
（
財
団
法
人
無
窮
会
常
務
理
事
消
田

清
発
行
、
昭
和
三
ニ
・
三
三
年
）
は
、
『
周
礼
』
を
扱
う
際
の
必
読
書
で

あ
る
。
同
書
に
対
す
る
宇
野
精
一
氏
の
書
評
（
『
宇
野
精
一
著
作
集
』
第

五
巻
所
収
、
明
治
書
院
、
平
成
元
年
、
原
文
は
『
斯
文
』
ニ
一
、
昭
和
三

三
年
）
に
よ
れ
ば
、
「
日
支
両
国
現
存
の
あ
ら
ゆ
る
テ
キ
ス
ト
を
網
羅
し

た
と
い
ふ
べ
く
、
こ
の
方
法
に
関
す
る
限
り
、
今
後
こ
れ
以
上
の
も
の
は

到
底
望
み
得
な
い
」
が
、
「
た
だ
校
勘
の
結
論
に
つ
い
て
は
、
時
に
異
論

が
あ
り
得
る
の
も
止
む
を
得
な
い
」
と
述
べ
、
誤
植
等
に
つ
い
て
も
触
れ

て
い
る
。

『
周
礼
』
を
全
般
的
に
取
り
上
げ
た
研
究
書
と
し
て
は
、
林
泰
輔
『
周

公
と
其
時
代
』
（
名
著
普
及
会
、
昭
和
六
三
年
復
刻
、
原
本
は
大
倉
書
店
、

大
正
四
年
）
、
侯
家
駒
『
周
礼
研
究
』
（
聯
経
出
版
事
業
公
司
、
民
国
七

六
年
）
が
あ
る
。
前
者
は
、
周
公
の
制
作
と
称
さ
れ
る
『
周
礼
』
（
林
氏

は
〈
周
官
〉
と
記
す
）
『
儀
礼
』
『
周
易
』
交
辞
の
比
較
研
究
で
あ
り
、

後
者
は
、
「
〔
周
礼
〕
思
想
淵
源
」
や
「
〔
周
礼
〕
之
実
験
陛
対
後
世
之

影
梱
」
と
い
っ
た
歴
史
研
究
に
重
点
が
骰
か
れ
て
い
る
。
両
書
と
も
、

l

『
周
礼
』
に
は
思
想
研
究
の
余
地
が
十
分
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
も

の
の
、
大
部
分
に
お
い
て
は
、
『
周
礼
』
本
文
を
今
日
的
テ
ー
マ
（
例
え

ば
、
政
治
・
経
済
・
教
育
等
）
に
従
っ
て
並
べ
替
え
解
説
を
加
え
た
、
と

い
う
印
象
が
強
く
、
更
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
研
究
が
必
要
で
あ
る
。

制
作
年
代
・
作
者
に
つ
い
て
は
、
宇
野
精
一
『
中
国
古
典
学
の
展
開
』

（
『
宇
野
精
一
著
作
集
』
第
二
巻
所
収
、
明
治
書
院
、
昭
和
六
一
年
、
原

本
は
北
隆
館
書
店
、
昭
和
二
四
年
）
、
侯
氏
前
掲
害
が
、
過
去
の
研
究
を

整
理
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
列
挙
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
清
以
前
の

諸
家
「
周
公
の
作
」
「
王
芥
•
劉
飲
等
の
偽
作
」
、
熊
十
力
「
孔
子
手
定
」
、

林
泰
輔
「
西
周
末
、
属
王
・
宣
王
・
幽
王
時
代
」
、
銭
穆
「
戦
国
時
代
末
、

『
呂
氏
春
秋
』
の
前
、
晋
人
の
作
」
、
郭
沫
若
「
趙
人
、
荀
子
の
弟
子
の

作
」
、
津
田
左
右
吉
「
前
漢
末
」
、
宇
野
精
一
「
戦
国
時
代
、
斉
人
の
作
」
。

そ
の
後
も
、
史
景
成
周
礼
成
書
年
代
考
（
上
）
（
中
）
（
下
）

(85) 



8
4
(
『
大
陸
雑
誌
』
三
ニ
ー
五

i
七
、
民
国
五
五
年
）
が
「
『
呂
氏
春
秋
』

の
後
、
秦
の
統
一
前
」
、
田
中
利
明
「
周
礼
の
成
立
に
つ
い
て
の
一
考
察
」

（
『
東
方
学
』
四
二
、
昭
和
四
六
年
）
が
「
秦
の
始
皇
帝
の
頃
」
と
す
る

な
ど
、
考
察
は
日
中
に
数
多
く
、
以
下
に
紹
介
す
る
論
考
の
中
に
も
、
制

作
年
代
に
言
及
し
た
も
の
が
あ
る
。
た
だ
し
、
一
時
期
に
す
べ
て
が
作
ら

れ
た
の
で
は
な
く
、
周
制
の
原
型
が
含
ま
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
後
代

の
追
記
・
甑
入
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
従
来
よ
り
言
わ
れ
て
い
る
。
し

か
も
、
諸
説
紛
々
と
し
て
い
て
、
時
代
の
特
定
は
相
当
に
困
難
で
あ
り
、

に
わ
か
に
結
論
が
出
る
問
題
で
は
な
い
。

『
周
礼
』
の
研
究
は
、
現
在
で
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
制
度
に
関
す
る

研
究
で
あ
る
。
政
治
・
経
済
・
法
律
な
ど
は
、
特
に
中
国
に
お
い
て
関
心

が
高
く
、
論
文
も
多
い
。
例
え
ば
、
祝
中
窯
「
《
周
礼
》
社
会
制
度
論
略
」

（
『
人
文
雑
誌
ー
先
秦
史
論
文
集
』
、
一
九
八
二
年
）
は
、
『
周
礼
』
の

行
政
構
造
に
は
、
古
い
部
落
連
盟
時
代
の
名
残
と
専
制
主
義
国
家
の
成
長

期
の
も
の
と
が
見
ら
れ
、
土
地
制
度
の
主
体
は
村
に
よ
る
分
与
地
で
あ
り
、

井
田
制
は
既
に
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
す
る
。
ま
た
、
階
級
対
立
は

貴
族
と
庶
民
と
の
対
立
で
あ
っ
て
、
奴
隷
は
存
在
し
た
も
の
の
経
済
構
造

に
さ
ほ
ど
の
影
梱
は
な
か
っ
た
、
す
な
わ
ち
、
『
周
礼
』
に
見
ら
れ
る
社

会
は
、
奴
隷
社
会
で
は
な
く
、
ま
た
封
建
社
会
で
も
な
く
、
貴
族
は
搾
取

し
て
い
た
け
れ
ど
も
土
地
所
有
者
で
は
な
く
、
一
方
で
は
古
い
氏
族
社
会

の
体
制
に
も
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
し
て
、
著
者
は
こ
れ
を

「
庶
民
社
会
」
と
称
す
る
。
そ
の
外
、
李
普
国
『
《
周
礼
》
的
経
済
制
度

与
経
済
思
想
』
（
中
州
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
な
ど
の
単
行
本
も

出
版
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、
日
本
の
研
究
に
は
、
土
地
制
度
を
中
心
に
し
て
次
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
鈴
木
隆
一
「
井
田
考
ー
周
礼
に
お
け
る
双
分
組
織

の
特
徴
と
し
て
の
ー
」
（
『
日
本
中
国
学
会
報
』
二
六
、
一
九
七
四
年
）

は
、
田
制
と
家
族
制
と
は
表
裏
の
関
係
に
あ
る
と
の
前
提
に
立
っ
て
、

『
周
礼
』
に
い
う
井
田
制
（
『
孟
子
』
に
い
う
助
法
）
・
溝
訓
制
（
同
じ

く
貢
法
）
は
族
制
（
大
家
族
制
か
ら
小
家
族
制
に
至
る
種
々
の
家
族
制
）

に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
前
者
か
ら
後
者
に
移
行
す
る
中
間
の
田
制
と

し
て
徹
法
が
現
れ
た
、
と
す
る
。
越
智
重
明
「
周
礼
の
財
政
制
度
•
田
制
・

役
制
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
九
、
一
九
八
一
年
）

は
、
「
周
礼
は
…
•
•
•
あ
る
時
期
に
―
つ
の
目
標
を
も
っ
て
書
き
上
げ
ら
れ

た
も
の
」
で
あ
り
、
「
歴
史
資
料
と
し
て
の
周
礼
は
…
…
そ
の
大
き
い
記

述
目
標
、
そ
こ
に
盛
ら
れ
て
い
る
諸
体
系
」
こ
そ
が
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で

あ
る
、
と
言
う
。
そ
し
て
、
「
（
周
礼
の
）
一
般
的
な
財
政
収
入
は
基
本

的
に
は
収
益
税
と
人
頭
税
と
か
ら
な
っ
て
お
り
、
前
漢
前
期
の
税
体
系
と

同
質
で
あ
る
。
田
制
面
に
つ
い
て
い
う
と
…
•
•
•
国
家
の
田
制
収
入
が
私
有

田
を
中
心
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
を
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
る
が
、

井
田
制
は
特
定
の
地
域
に
だ
け
施
行
さ
れ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。
役
制
面

に
つ
い
て
い
う
と
…
…
（
狭
義
の
）
軍
役
、
徒
役
、
（
地
方
の
雑
多
な
役

な
ど
を
含
む
）
い
わ
ゆ
る
力
役
に
大
別
で
き
る
。
こ
れ
は
漢
時
代
の
役
体

系
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
」
と
結
論
づ
け
る
。
ま
た
、
越
智
重
明
「
井
田
と
較

田
」
（
『
池
田
末
利
博
士
古
稀
記
念
東
洋
学
論
集
』
所
収
、
池
田
末
利
博

士
古
稀
記
念
事
業
会
、
昭
和
五
五
年
）
で
は
、
「
周
礼
の
田
制
に
は
氏
族

(86) 
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制
時
代
と
家
産
国
家
時
代
と
の
土
地
制
度
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
」
が
、

お
じ
さ

「
土
地
割
替
は
見
え
な
い
」
と
す
る
。
小
島
祐
馬
『
古
代
中
国
研
究
』

（
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
三
年
、
一
八
八
頁
以
下
）
で
も
「
偏
家
の
社
会
政

策
は
、
…
…
土
地
の
均
分
政
策
を
主
要
な
も
の
と
す
る
」
と
述
べ
、
『
周

礼
』
の
制
度
に
触
れ
て
い
る
。
曽
我
部
静
雄
「
周
礼
の
井
田
法
」
（
『
社

会
経
済
史
学
』
五

O
、
一
九
八
四
年
）
は
、
『
周
礼
』
と
『
孟
子
』
と
の

井
田
法
が
異
な
る
の
は
、
鄭
玄
の
注
・
買
公
彦
の
疏
の
誤
っ
た
解
釈
に
よ

る
た
め
で
あ
り
、
『
周
礼
』
と
『
孟
子
』
と
の
経
文
に
相
異
な
る
点
は
存

在
し
な
い
、
と
述
べ
る
。
西
嶋
定
生
「
『
周
礼
』
稲
人
郷
玄
注
の
稲
田
管

理
」
（
『
中
国
経
済
史
研
究
』
第
四
5

旱
、
第
二
節
、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
六
六
年
）
も
ま
た
、
「
鄭
玄
の
解
釈
が
…
…
経
文
の
正
し
い
解
釈
で

あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
ま
た
別
個
の
間
題
で
あ
る
」
と
し
て
、

蚊
も
古
い
記
録
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
成
立
年
代
を
断
定
し
が
た
い
『
周
礼
』

よ
り
も
鄭
玄
の
注
に
注
日
し
、
後
漢
末
期
に
お
い
て
、
『
周
礼
』
の
稲
作

法
が
休
閑
法
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
る
。
平
中
苓
次

「
漢
代
の
復
除
と
周
礼
の
施
舎
」
（
『
立
命
館
文
学
』
一
三
八
、
一
九
五

六
年
、
後
に
『
中
国
古
代
の
田
制
と
税
法
~
淡
経
済
史
研
究
ー
』
所
収
、

始
文
堂
、
一
九
六
一
年
）
は
、
免
税
に
つ
い
て
検
討
し
、
「
横
唐
の
注
疏

家
の
説
で
は
、
周
礼
の
施
舎
は
力
役
の
免
除
の
み
で
な
く
、
賦
税
の
免
除

を
も
併
せ
意
味
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
宋
以
後
消
朝
に
至
る
新
注

家
の
説
で
は
、
そ
れ
は
専
ら
力
役
の
免
除
の
み
を
謡
味
す
る
も
の
と
し
て

解
釈
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。
曽
我
部
静
雄
「
中
国
古
代
の
施

舎
制
度
」
（
『
東
北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
―
二
、
一
九
六
一
年
）
は
、

に
つ
い
て
鄭
玄
注
・
買
公
彦
疏
を
始
め
と
す
る
諸
家
の
説
を
検

討
し
た
う
え
で
、
江
戸
時
代
の
藤
田
幽
谷
の
解
釈
が
最
も
正
確
で
あ
る
と

述
べ
る
。
ま
た
、
曽
我
部
静
雄
「
周
礼
の
郷
・
遂
と
梢
•
県
・
都
に
つ
い

て
」
（
『
集
刊
東
祥
学
』
五

0
、
一
九
八
三
年
）
は
、
王
畿
を
図
解
し
、

解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。

刑
法
に
つ
い
て
は
、
西
田
太
一
郎
『
中
国
刑
法
史
研
究
』
（
岩
波
開
店
、

昭
和
四
九
年
）
、
仁
井
田
陸
『
補
訂
中
国
法
制
史
研
究
刑
法
』
（
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
八

0
年
、
八

O
l
八
五
頁
）
が
触
れ
て
い
る
。
西

田
氏
は
、
『
周
礼
』
の
よ
う
に
遅
れ
て
（
西
田
氏
に
よ
れ
ば
前
漢
末
に
）

成
立
し
た
経
典
に
は
復
岬
制
限
の
傾
向
が
強
い
と
述
べ
、
『
周
礼
』
の
復

讐
に
関
す
る
「
屈
出
制
度
（
官
に
届
け
て
復
讐
す
る
）
」
「
移
郷
制
度

（
復
讐
を
避
け
さ
せ
る
た
め
に
一
定
の
遠
隔
地
に
移
ら
せ
る
）
」
が
後
世

に
及
ぽ
し
た
影
特
に
つ
い
て
記
す
。
ま
た
、
「
過
失
」
に
つ
い
て
、
鄭
司

農
と
鄭
玄
と
で
説
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
、
検
討
し
て
い
る
。
仁

片
田
氏
は
、
『
周
礼
』
の
自
由
刑
（
労
役
刑
）
は
、
「
闘
上
に
収
容
し
労

役
を
科
す
る
方
法
」
と
「
嘉
石
に
坐
ら
せ
ま
た
司
空
に
役
す
る
法
」
と
の

二
つ
の
基
本
形
式
に
整
理
で
き
る
と
し
、
そ
の
刑
闊
体
系
か
ら
み
れ
ば
、

『
周
礼
』
は
戦
国
時
代
か
ら
漢
初
に
は
成
立
し
得
た
、
と
述
べ
る
。
最
所

顕
文
「
八
議
に
就
い
て
」
（
『
横
学
会
雑
誌
』
五
ー
ニ
、
昭
和
一
ク
・
年
）

は
、
親
・
故
・
賢
・
能
・
功
・
貨
・
勤
・
賓
と
い
う
八
者
の
う
ち
、
ど
れ

か
―
つ
に
当
た
る
者
が
罪
を
犯
し
た
場
合
に
は
、
特
に
王
に
請
い
、
そ
の

罪
を
審
議
し
、
も
し
許
さ
れ
る
べ
き
理
由
が
有
れ
ば
許
し
、
庶
人
の
罪
と

は
区
別
す
る
、
と
い
う
「
八
議
」
の
制
度
に
つ
い
て
、
平
等
を
失
し
て
ま
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86
で
行
わ
れ
る
必
要
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
礼
制
に
つ
い
て
、
池
田
末
利
『
中
国
古
代
宗
教
史
研
究
ー
制
度

と
思
相

T』
（
東
而
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
六
年
）
所
収
「
周
礼
大
宗
伯

所
見
の
祖
神
儀
礼
ー
陣
献
課
・
倣
食
考
ー
」
（
原
文
は
『
広
島
大
学
文
学

部
紀
要
』
六
、
一
九
五
四
年
）
「
周
礼
大
宗
伯
所
見
の
地
神
儀
礼
ー
血
祭
・

狸
沈
．
謳
睾
考
ー
」
（
原
文
は
『
哲
学
（
広
島
哲
学
会
）
』
五
、
昭
和
三

0
年
）
の
う
ち
、
前
者
は
、
表
題
に
示
さ
れ
た
廟
享
に
関
す
る
二
つ
の
儀

礼
の
意
義
と
方
法
と
を
検
討
し
、
後
者
は
、
表
題
に
示
さ
れ
た
三
つ
の
儀

礼
は
、
―
つ
が
他
を
兼
ね
る
と
い
う
従
来
の
説
を
否
定
し
て
、
三
つ
を
分

別
、
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
じ
く
池
田
末
利
前
掲
書
所
収
「
告
祭
考

ー
古
代
中
国
に
お
け
る
祈
輯
儀
礼
ー
」
（
原
文
は
『
広
島
大
学
文
学
部
紀

要
』
ニ
―
・
ニ
ニ
ー
一
・
ニ
―
―
-
|
-
、
一
九
六
二

i
六
四
年
）
は
、
「
告

祭
」
（
口
頭
に
よ
る
祈
誌
儀
礼
）
と
呼
ば
れ
る
類
・
造
・
喩
•
榮
•
攻
・

説
の
六
祈
お
よ
び
連
閃
す
る
儀
礼
に
つ
い
て
、
文
字
の
原
義
に
ま
で
渕
っ

て
個
別
的
に
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
藤
野
岩
友
「
周
礼
九
拝
考
」

（
『
中
国
の
文
学
と
礼
俗
』
所
収
、
角
川
書
店
、
昭
和
五
一
年
、
原
文
は

『
漠
文
学
会
会
報
（
国
学
院
大
学
）
』
一
八
、
昭
和
四
八
年
）
は
、
品
本

的
な
拝
礼
九
種
に
つ
い
て
、
様
々
な
異
説
を
挙
げ
な
が
ら
述
べ
た
も
の
。

濱
口
富
士
雄
「
周
礼
保
氏
五
射
考
」
（
前
掲
『
池
田
末
利
博
士
占
稀
記
念

東
洋
学
論
集
』
所
収
）
は
、
「
五
射
」
に
関
す
る
買
公
彦
の
疏
の
不
備
を

指
摘
し
な
が
ら
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
り
、
金
藤

行
雄
「
『
周
礼
』
の
命
に
つ
い
て
」
（
『
待
兼
山
論
叢
』
哲
学
篇
一
八
、

一
九
八
四
年
）
は
、
『
周
礼
』
の
礼
制
は
、
礼
制
に
お
け
る
一
般
的
な
身

分
決
定
の
基
郡
で
あ
る
「
爵
」
と
『
周
礼
』
に
独
特
な
尊
卑
上
下
の
決
定

基
郡
で
あ
る
「
命
」
と
を
併
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
経
学
上
に
お
い
て
異

質
な
点
が
あ
る
、
と
述
べ
る
。

そ
の
他
、
平
間
三
季
子
「
『
周
礼
』
春
官
司
几
筵
考
ー
葦
席
を
中
心
と

し
て
ー
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
七
五
ー
ニ
、
昭
和
四
九
年
）
は
、
「
司
几

筵
」
中
に
は
、
喪
事
に
お
け
る
古
い
民
間
伝
承
が
認
め
ら
れ
る
、
と
述
べ
、

と
つ
ば
た

鳥
羽
田
重
直
「
『
周
礼
』
春
官
箭
章
考
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
七
五
ー
四
、

昭
和
四
九
年
）
は
、
「
箭
章
」
に
関
し
て
、
鄭
玄
注
よ
り
馬
瑞
辰
に
至
る

諸
家
の
解
釈
を
字
句
中
心
に
眺
め
た
も
の
で
あ
る
。

思
想
的
側
面
か
ら
の
研
究
で
は
、
代
表
的
な
も
の
に
、
津
田
左
右
吉

「
「
周
官
」
の
研
究
」
（
『
津
田
左
右
吉
全
集
』
第
一
七
巻
所
収
、
岩
波

占
店
、
一
九
六
五
年
、
原
本
は
『
儲
教
の
研
究
』
第
二
、
岩
波
書
店
、
一

九
五

0
年
）
、
重
沢
俊
郎
「
周
礼
の
思
想
史
的
考
察
」
「
同
（
続
）
（
又

続
）
」
「
周
礼
の
思
想
史
的
研
究
（
四
）
」
（
『
東
祥
の
文
化
と
社
会
』

四
•
五
•
七
・
『
中
国
の
文
化
と
社
会
』
九
、
一
九
五
四
•
五
六
•
五
八
・

六
一
年
）
が
あ
る
。
沖
田
氏
は
、
「
「
周
官
」
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
官
府
の

構
成
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
如
何
な
る
思
想
が
現
は
れ
て
ゐ

る
か
」
を
考
え
る
こ
と
を
趣
旨
と
し
、
合
わ
せ
て
制
作
時
期
は
前
漢
末
で

あ
る
と
主
張
す
る
。
先
ず
、
『
周
礼
』
（
律
田
氏
は
〈
「
周
官
」
〉
と
記

す
）
六
官
の
構
成
•
名
称
・
職
掌
を
他
の
典
籍
と
比
較
し
な
が
ら
、
歴
史

的
に
検
討
を
加
え
、
そ
の
後
、
『
周
礼
』
の
思
想
休
系
に
は
様
々
な
矛
盾

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
官
職
の
多
く
は
単
な
る
観
念
上
の
構
成
に
過
ぎ

な
い
、
と
言
う
。
重
沢
氏
は
、
『
周
礼
』
が
文
献
上
に
初
め
て
明
瞭
な
形
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で
現
れ
る
『
漠
書
』
「
河
間
献
王
伝
」
か
ら
説
き
起
こ
し
、
後
漢
の
鄭
玄

に
よ
っ
て
礼
経
と
し
て
の
不
動
の
地
位
を
確
立
す
る
ま
で
を
概
説
し
た
後

に
、
『
周
礼
』
は
強
力
な
国
家
権
力
に
よ
っ
て
人
民
を
支
配
す
る
法
治
国

家
で
あ
る
、
と
の
観
点
か
ら
諸
官
職
を
考
察
す
る
。
た
だ
し
、
上
記
の
論

文
を
も
と
に
執
策
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
、
重
沢
俊
郎
『
中
国
の
伝
統
と
現

代
』
（
日
中
出
版
、
一
九
七
七
年
）
所
収
「
古
文
学
お
よ
び
「
周
礼
」
の

思
想
史
的
考
察
」
は
、
「
予
定
の
四
割
程
度
に
止
っ
て
い
る
」
（
「
序
に

か
え
て
」
）
と
付
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
佐
野
学
前
掲
書
は
、
『
周
礼
』

に
は
王
の
政
治
権
力
に
つ
い
て
の
記
事
が
な
い
こ
と
か
ら
、
周
の
帝
王
権

が
全
く
消
減
し
た
戦
国
時
代
末
に
成
立
し
た
も
の
と
述
べ
る
一
方
、
そ
の

制
度
は
す
べ
て
が
空
想
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
殷
末
周
初
か
ら
春
秋
戦
国

に
か
け
て
の
時
間
の
前
後
し
た
も
の
を
同
列
に
含
み
、
社
会
的
変
化
が
眺

め
ら
れ
る
、
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
『
周
礼
』
の
政
府
機
構
に
は
宗
教

性
が
濃
厚
で
あ
り
、
そ
の
祭
政
一
致
の
根
底
に
は
天
人
合
一
と
い
う
世
界

観
が
あ
る
と
言
う
。
以
下
、
労
働
・
奴
隷
・
農
業
・
工
業
・
社
会
政
策
・

家
族
・
道
徳
等
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

山
田
勝
芳
氏
の
「
中
国
古
代
に
お
け
る
均
の
理
今
ヤ
ー
均
輸
平
郡
と
『
周

礼
』
の
思
想
史
的
検
討
ー
」
（
『
思
想
』
七
ニ
―
‘
一
九
八
四
年
）
に
始

ま
る
一
連
の
研
究
で
は
、
『
周
礼
』
は
均
の
理
念
の
集
大
成
で
あ
り
、
鄭

玄
に
よ
っ
て
「
礼
の
経
」
に
高
め
ら
れ
、
学
官
に
立
て
ら
れ
た
魏
晋
か
ら

始
ま
る
「
『
周
礼
』
の
時
代
」
は
、
王
安
石
の
新
法
に
関
っ
て
『
周
礼
』

の
真
偽
が
厳
論
さ
れ
、
そ
の
地
位
が
動
揺
し
始
め
た
宋
代
に
終
る
、
と
説
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68
く
。
堀
池
信
夫
『
漠
魏
思
想
史
研
究
』
（
明
治
書
院
、
一
九
八
八
年
）
所

収
「
『
周
礼
』
の
一
考
察
」
は
、
律
暦
（
数
）
思
想
か
ら
検
討
し
、
特
に

劉
飲
と
の
関
係
に
注
目
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
田
二
郎
「
周
礼
天
官
に
見

え
た
る
飲
食
物
と
其
の
官
吏
達
」
（
『
大
東
文
化
大
学
漢
学
会
誌
』
一
四
、

一
九
七
五
年
）
は
、
「
飲
食
物
関
係
官
吏
の
職
司
に
つ
い
て
逐
次
検
討
」

し
●
こ
れ
ら
の
人
々
は
「
古
代
に
於
け
る
祭
祀
ー
政
治
の
…
…
重
要
不
可

欠
な
裏
方
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
、
と
述
べ
る
。
ま
た
、

『
周
礼
』
に
見
え
る
「
夢
占
い
」
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
に
、
西
岡
弘

「
吉
夢
の
献
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
六
七
ー
七
、
昭
和
四
一
年
、
後
に

『
中
国
古
代
の
葬
礼
と
文
学
』
所
収
、
三
光
社
、
昭
和
四
五
年
）
、
同
じ

く
西
岡
弘
「
悪
夢
の
贈
」
（
前
掲
『
池
田
末
利
博
士
古
稀
記
念
東
洋
学
論

集
』
所
収
）
が
あ
る
。
栗
原
圭
介
「
周
礼
「
天
官
」
篇
形
成
に
お
け
る
時

間
論
」
（
『
東
洋
研
究
』
七
六
、
一
九
八
五
年
）
は
、
「
天
官
は
地
官
以

下
の
五
官
と
同
じ
く
、
官
と
し
て
は
対
等
で
あ
る
が
、
同
時
に
地
官
以
下

の
五
官
を
も
総
摂
す
る
」
と
の
認
識
を
も
っ
て
、
「
中
国
古
代
の
場
合
、

殊
に
天
官
篇
の
形
成
に
お
い
て
、
時
間
が
ど
の
よ
う
な
係
わ
り
方
を
し
、

ど
の
よ
う
な
役
割
や
機
能
を
担
っ
て
い
た
か
」
「
「
天
官
」
の
篇
が
『
周

礼
』
の
中
で
、
他
の
地
官
以
下
の
五
篇
と
の
時
問
が
構
造
論
的
に
如
何
な

る
係
わ
り
を
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
」
、
そ
し
て
、
古
代
漢
民
族
は
時

間
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
、
を
述
べ
て
い
る
。

『
周
礼
』
を
他
書
と
の
係
わ
り
に
お
い
て
論
じ
た
も
の
に
は
、
以
下
の

よ
う
な
論
文
が
あ
る
。
桜
井
芳
朗
「
孟
子
と
周
礼
と
の
関
係
に
つ
い
て
」

「
詩
経
と
周
礼
と
の
関
係
に
つ
い
て
」
「
書
経
と
周
礼
と
の
関
係
に
つ
い

「
礼
記
王
制
と
周
礼
と
の
関
係
に
つ
い
（
『
東
京
学
芸
大
学
研
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究
報
告
』
第
十
分
冊
「
史
学
」
九
・
―
一
・
一
三
•
一
五
、
昭
和
三
一
ニ
・

三
六
•
三
七
•
三
九
年
）
は
、
各
々
の
経
書
と
『
周
礼
』
と
の
記
述
の
類

似
点
•
相
違
点
を
比
較
、
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
管
子
』
と
の
関
係

に
つ
い
て
、
小
柳
司
気
太
「
管
子
と
周
礼
」
（
『
東
洋
思
想
の
研
究
』
所

収
、
森
北
書
店
、
昭
和
一
七
年
）
は
、
『
管
子
』
と
『
周
礼
』
と
の
記
述

か
な
や

が
一
致
す
る
部
分
を
箇
条
書
き
に
し
て
い
る
。
金
谷
治
『
管
子
の
研
究
』

（
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
）
で
も
同
様
に
、
『
周
礼
』
と
の
関
係
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
神
谷
正
男
「
『
周
礼
』
の
泉
府
と
『
管
子
』
の
軽
重
緻

散
法
」
（
『
東
京
支
那
学
報
』
九
、
昭
和
三
八
年
）
は
、
両
者
の
思
想
史

的
関
係
に
つ
い
て
、
「
利
益
追
求
を
目
的
と
す
る
商
人
の
商
業
活
動
を
排

除
し
て
、
官
府
の
政
治
的
権
力
に
よ
っ
て
、
人
民
の
生
活
を
安
定
さ
せ
る
」

と
い
う
共
通
の
思
想
が
根
底
に
あ
る
、
と
し
た
う
え
で
、
「
（
『
周
礼
』
）

泉
府
の
制
度
の
方
が
は
る
か
に
原
始
的
、
古
代
的
」
で
あ
り
、
そ
の
思
想

は
漢
代
の
思
想
と
は
認
め
難
い
、
と
言
う
。

ま
た
、
加
賀
栄
治
『
中
国
古
典
解
釈
史
・
魏
晋
篇
』
（
勁
草
書
房
、
昭

和
三
九
年
）
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
郷
玄
は
『
周
礼
』
を
基
池
と

す
る
礼
体
系
を
組
成
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
鄭
玄
の
思
想
研
究
の

資
料
と
し
て
も
『
周
礼
』
は
利
用
さ
れ
る
。
間
嶋
潤
一
氏
は
、
鄭
玄
は
経

書
解
釈
体
系
と
し
て
『
周
礼
』
国
家
（
『
周
礼
』
に
於
い
て
構
想
さ
れ
る

国
家
）
の
構
築
を
企
図
し
て
い
た
と
し
て
、
「
鄭
玄
の
周
礼
解
釈
に
就
い

て
」
（
『
東
洋
文
化
（
無
窮
会
）
』
復
刊
四

0
、
一
九
七
六
年
）
等
の
論

文
を
発
表
し
て
い
る
。
児
玉
憲
明
「
『
周
礼
』
楽
律
解
釈
史
初
探
ー
鄭
注

の
位
置
ー
」
（
『
新
潟
大
学
人
文
科
学
研
究
』
六
九
、
昭
和
六
一
年
）
は
、

通
常
の
楽
律
説
と
は
異
な
る
『
周
礼
』
の
楽
律
説
に
つ
い
て
、
鄭
玄
以
前

か
ら
鄭
玄
注
に
至
る
ま
で
の
解
釈
の
変
遥
を
追
い
、
天
象
な
ど
の
自
然
現

象
と
の
関
連
の
中
で
解
釈
す
る
こ
と
に
郷
玄
注
が
初
め
て
成
功
し
た
、
と

へ

ん

と

な

位
置
付
け
て
い
る
。
辺
土
名
朝
邦
「
鄭
玄
の
『
周
礼
』
調
人
職
注
に
こ
と

よ
せ
て
」
（
『
九
州
大
学
中
国
哲
学
論
集
』
一

0
、
一
九
八
四
年
）
で
は
、

復
讐
を
肯
定
す
る
今
文
と
否
定
す
る
古
文
と
が
訓
駈
を
き
た
さ
な
い
よ
う

に
郷
玄
は
折
衷
し
、
「
報
讐
を
み
と
め
な
が
ら
も
、
周
礼
の
報
讐
制
限

（
そ
れ
は
最
終
的
に
は
否
定
へ
と
進
む
）
策
を
支
持
し
て
い
る
」
と
い
う

鄭
玄
の
復
讐
に
対
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
論
じ
る
。
月
涸
譲
冨
却
玄
研
究
』

（
私
家
版
）
第
四
章
、
第
四
節
「
祭
礼
鄭
義
考
」
は
、
元
来
は
鄭
玄
の
思

想
研
究
で
あ
る
が
、
「
三
礼
」
を
中
心
と
す
る
諸
書
の
、
鄭
玄
注
を
媒
介

と
し
た
比
較
研
究
と
も
言
え
、
ま
た
、
巻
末
に
付
さ
れ
た
「
鄭
玄
引
書
出

典
表
」
は
非
常
に
使
利
で
あ
る
。

『
周
礼
』
を
現
実
の
政
治
に
用
い
た
人
物
と
の
連
関
に
つ
い
て
は
、
以

下
の
よ
う
な
研
究
が
あ
る
。
王
芥
に
つ
い
て
は
、
宇
野
精
一
前
掲
書
（
第

八
章
、
第
四
節
「
王
芥
と
周
礼
」
）
が
論
じ
て
い
る
。
宇
野
氏
に
よ
れ
ば
、

王
芥
の
失
敗
の
原
因
は
、
一
般
の
社
会
状
態
よ
り
来
た
も
の
で
あ
り
、

『
周
礼
』
を
用
い
た
こ
と
と
は
ほ
と
ん
ど
無
関
係
で
、
王
芥
の
失
政
と

『
周
礼
』
と
を
結
び
付
け
た
の
は
、
司
馬
光
が
王
安
石
を
攻
撃
す
る
た
め

で
あ
り
、
ひ
い
て
は
劉
飲
偽
作
説
ま
で
が
生
じ
た
、
と
言
う
。
王
安
石
に

つ
い
て
は
、
諸
橋
轍
次
『
儒
学
の
目
的
と
宋
儒
〈
炭
暦
至
脱
元
百
六
十
年

間
〉
の
活
動
』
（
『
諸
橋
轍
次
著
作
集
』
第
一
巻
所
収
、
大
修
館
書
店
、

昭
和
五

0
年
、
原
本
は
大
修
館
曹
店
、
昭
和
四
年
）
第
二
編
、
第
一
―
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第
四
節
「
王
安
石
の
新
法
及
び
新
義
」
以
下
に
詳
し
い
。
諸
栂
氏
は
、

「
王
安
石
の
周
甘
新
義
は
、
た
と
ひ
幾
多
の
牽
会
と
拗
合
と
を
有
す
る
に

せ
よ
、
克
<
-
世
に
実
施
し
て
其
の
実
効
を
収
め
た
る
も
の
な
れ
ば
、
兎

に
も
角
に
も
周
官
学
史
上
一
特
殊
地
位
を
確
保
す
と
称
す
べ
し
」
と
の
評

価
を
与
え
て
い
る
。
外
に
、
庄
司
荘
一
「
王
安
石
「
周
官
新
義
」
の
大
宰

に
つ
い
て
」
（
『
集
刊
東
祥
学
』
二
三
、
一
九
七

0
年
）
は
、
「
周
宜
新

義
」
は
王
安
石
の
政
策
を
古
典
に
託
し
て
正
当
化
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
従
来
の
見
解
は
補
足
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
王

安
石
の
経
学
の
立
場
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
個
々
の
具
体
的
政
策
よ
り
も

国
家
の
社
主
独
裁
の
支
配
休
制
の
強
化
を
認
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と

ひ
が
し

論
じ
る
。
な
お
、
東
一
夫
『
王
安
石
新
法
の
研
究
』
（
風
間
占
房
、
昭
和

四
五
年
）
に
は
、
随
所
に
新
法
と
『
周
礼
』
と
の
関
連
が
述
べ
ら
れ
て
い

る。
名
古
学
に
よ
る
『
固
礼
』
研
究
は
、
京
邪
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
林

奈
夫
主
宰
「
先
泰
文
物
の
研
究
」
グ
ル
ー
プ
が
行
い
、
数
々
の
論
文
が

発
表
さ
れ
て
い
る
。
林
巳
奈
夫
「
『
周
礼
』
の
六
昨
六
綽
と
考
古
学
辿
物
」

（
『
東
方
学
報
（
京
都
）
』
五
二
、
一
九
八
0
年
）
は
、
咋
•
林
と
呼
ば

れ
る
器
の
索
性
を
探
っ
た
も
の
、
前
掲
上
山
春
平
論
文
は
、
『
儀
礼
』
骰

礼
篇
に
登
場
す
る
サ
イ
コ
ロ
様
の
正
六
面
休
の
物
体
「
方
明
」
と
『
周
礼
』

の
六
官
制
と
の
関
係
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

「
冬
官
考
工
記
」
は
『
周
礼
』
の
中
で
も
特
殊
な
篇
で
あ
る
。
亡
失
し

て
い
た
「
冬
官
」
を
「
考
工
記
」
で
補
っ
た
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る

が
、
異
説
に
つ
い
て
は
、
宇
野
精
一
前
掲
書
（
第
八
章
、
第
三
節
「
冬
官

未
亡
論
」
）
に
詳
し
い
。
そ
こ
で
、
『
周
礼
』
と
は
別
個
に
制
作
時
期
が

間
題
に
さ
れ
た
り
、
考
古
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
古
代
の
技
術
へ
の
関

心
な
ど
、
多
様
な
視
点
か
ら
の
研
究
が
盛
ん
で
あ
る
。
原
田
淑
人
「
周
官

考
工
記
の
性
格
と
そ
の
製
作
年
代
と
に
つ
い
て
」
（
『
聖
心
女
子
大
学
論

設
』
三

0
、
昭
和
四
二
年
）
は
、
「
考
工
記
」
に
は
錯
節
が
あ
る
と
し
な

が
ら
も
、
考
古
学
的
資
料
を
使
っ
て
、
製
作
年
代
を
戦
国
末
期
か
ら
前
殴

初
策
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
吉
田
光
邦
「
周
礼
名
エ
記
の
一
考
察
」

（
『
東
方
学
報
（
京
都
）
』
三

0
、
昭
和
三
四
年
）
は
、
古
代
史
の
資
料

と
し
て
『
周
礼
』
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
、

甲
骨
文
•
金
文
と
の
比
較
、
上
地
・
農
業
制
度
か
ら
の
類
推
に
よ
っ
て
述

べ
た
後
、
「
考
工
記
」
の
車
制
・
皮
革
エ
・
弓
矢
・
染
上
に
関
す
る
品
述

に
つ
い
て
、
技
術
・
作
業
の
具
体
的
な
例
を
示
し
な
が
ら
解
説
し
た
も
の

で
あ
る
。
林
巳
奈
夫
『
中
国
殷
周
時
代
の
武
器
』
（
京
都
大
学
人
文
科
学

研
究
所
、
昭
和
四
七
年
）
で
は
、
「
考
エ
記
」
に
見
ら
れ
る
種
々
の
武
堺

に
つ
い
て
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
林
巳
奈
夫
「
周
礼
考
工
記
の

車
制
」
（
『
東
方
学
報
（
京
都
）
』
三

0
、
昭
和
三
四
年
）
は
、
馬
車
に

閃
す
る
「
考
ェ
晶
」
の
記
述
を
解
説
し
、
高
田
克
巳
「
規
矩
考
ー
『
周
礼

考
工
記
』
よ
り
の
考
沢

T」
「
同
（
続
）
（
了
）
（
補
追
）
」
（
『
大
手

煎
女
子
大
学
論
集
』
三

i
五
・
七
、
一
九
六
九

i
七
一
・
七
三
年
）
は
、

「
考
工
記
」
の
品
述
か
ら
車
制
を
復
元
、
図
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
周
礼
』
は
経
書
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
、
そ
の
研
究

が
十
分
な
さ
れ
て
い
た
と
は
言
い
が
た
い
。
そ
の
原
因
と
し
て
、
日
本
は

お
ろ
か
中
国
で
さ
え
が
読
ま
れ
ず
に
い
た
、
と
い
う
滋
見
が
あ
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る
こ
と
は
冒
頭
に
述
べ
た
。
こ
れ
は
、
吉
川
・
上
山
両
氏
の
み
な
ら
ず
、

た
と
え
ば
、
林
道
春
（
羅
山
）
の
跛
文
に
「
余
袢
て
朱
墨
を
塗
し
て
以

て
塾
に
蔵
す
。
今
周
哲
生
之
に
訓
点
を
加
う
る
に
、
荀
く
も
自
ら
を

是
と
せ
ず
、
来
た
り
て
余
に
就
き
て
正
を
質
す
。
亦
奇
な
ら
ず
や
。
」

と
あ
り
、
『
通
典
』
巻
一
丘
に
「
周
礼
：
・
：
・
儀
礼
…
…
公
羊
・
殻
梁
：
．．．． 

四
経
殆
ど
絶
ゆ
。
」
と
の
記
述
も
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
は
、
『
新
唐

内
』
「
選
挙
志
」
に
「
凡
そ
、
礼
記
・
春
秋
左
氏
伝
を
大
経
と
為
し
、
Ol
詞・

周
礼
・
儀
礼
を
中
舒
と
為
し
、
・
:
・
:
」
、
『
宋
史
』
「
選
挙
志
」
に
「
詩
・

礼
品
・
周
礼
・
左
氏
朴
秋
を
以
て
大
経
と
為
し
、
：
・
・
:
」
と
い
う
記
述
が

あ
り
、
『
新
附
書
』
の
同
文
が
、
日
本
の
『
令
義
解
』
「
学
令
」
に
も
あ

る
。
ま
た
、
朱
子
が
『
周
礼
』
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
、
『
朱
子
語
類
』

巻
八
六
か
ら
読
み
取
れ
る
。
歴
代
正
史
の
「
経
箱
志
」
「
芸
文
志
」
に
も

『
周
礼
』
関
係
の
枠
作
は
数
多
く
、
『
明
史
』
『
消
志
稿
』
で
も
衰
え
は

し
な
い
。
し
か
も
、
実
際
の
政
治
に
お
い
て
、
北
周
の
官
制
は
『
周
礼
』

に
依
拠
し
て
い
た
と
言
わ
れ
、
唐
の
則
天
武
后
は
、
一
時
、
国
号
を
周
と

改
め
、
官
名
も
『
周
礼
』
に
な
ら
っ
て
い
る
。
そ
の
後
に
は
、
王
安
石
が

登
場
す
る
。

こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
中
国
で
『
周
礼
』
が
読
ま
れ
ず
に
い
た

と
す
る
の
は
、
む
し
ろ
不
自
然
で
あ
り
、
日
本
に
お
い
て
も
、
上
述
し
た

通
り
、
様
々
な
人
物
に
よ
っ
て
『
周
礼
』
が
説
ま
れ
て
い
た
形
跡
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
臼
川
氏
の
説
に
は
再
検
討
の
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
郷
玄
か
ら
孫
治
譲
に
至
る
間
の
著
作
、
例
え
ば
、
唐
代

の
質
公
彦
の
疏
や
宋
代
の
王
与
之
『
周
礼
訂
義
』
等
の
研
究
が
不
可
欠
で

あ
ろ
う
。

そ
の
外
、
『
管
子
』
．
劉
飲
•
王
安
石
等
の
研
究
資
料
と
し
て

も
、
活
用
の
余
地
は
ま
だ
十
分
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(92) 


